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営業秘密法営業秘密法営業秘密法営業秘密法に関するに関するに関するに関する刑事刑事刑事刑事責任責任責任責任の分析の分析の分析の分析（中）（中）（中）（中） 

 

三、三、三、三、    営業秘密の権利主体営業秘密の権利主体営業秘密の権利主体営業秘密の権利主体 

    営業秘密の帰属に関して、以下のように分類できる。 

1. オリジナルの取得 

A. 自らの研究開発自らの研究開発自らの研究開発自らの研究開発 

営業秘密は、自らの研究又は開発の結果である場合、元の研究者

に帰属し、保有する。 

 

B. 労使関係労使関係労使関係労使関係 

a)職務上の研究開発 

営業秘密法第 3条第 1項の規定「被雇用者が職務上に研究開発し

た営業秘密は、雇用者が保有する。但し、契約に別途約定がある

場合、その約定に従う。」により、別途約定がある場合を除き、

（職務上研究開発の営業秘密は、）原則的に雇用者が保有するも

のと知るできる。案例において、携帯電話製造会社が従業員の職

務上に研究開発したインターフェイスプログラムの営業秘密に

対し、原則的に会社が保有すべくため、従業員は、独断に使用又

は漏洩してはならない。 

 

b)非職務上の研究開発 

営業秘密法第 3条第 2項の規定「被雇用者が非職務上に研究又は

開発した営業秘密は、被雇用者が保有する。但し、その営業秘密

に雇用者の資源又は経験を利用した場合、使用者は、合理な報酬

を支払った後、当該事業において、その営業秘密を使用すること

ができる。」により、非職務上研究開発の営業秘密は、被雇用者

が保有する。但し、一定の条件に適合したとき、雇用者は、それ

を使用することができるほか、営業秘密の侵害に構成しない。 

 

C. 委託関係委託関係委託関係委託関係 

営業秘密法第 4条の規定「営業秘密の研究又は開発の従事を他人

に出資委託する場合、その営業秘密の帰属は、契約の約定による。
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契約に約定がない場合、委託された者が保有する。但し、出資者

は、その営業秘密を業務上に使用することができる。」により、

営業秘密の帰属は、原則的に契約の約定によらなければならない。

約定がない場合、委託された者が保有するほか、出資者は、営業

秘密の使用権利を有する。 

 

D. 共同研究開発共同研究開発共同研究開発共同研究開発 

営業秘密法第 5条の規定「数人が共同で研究又は開発した営業秘

密に、その保有すべき部分は、契約の約定による。約定がない場

合、均等での保有を推定する。」により、共同研究開発の営業秘

密に対し、その保有すべき部分の帰属権は、約定によらなければ

ならない。約定がない場合、法律により、均等での保有を推定す

る。 

 

2. 引継げの取得 

引継げの取得は、大抵以下の通り。 

A. 譲受による取得譲受による取得譲受による取得譲受による取得 

営業秘密法第 6条の規定「営業秘密の全部又は部分は、他人に譲

渡又は共有することができる。」により、営業秘密は、財産的価

値をもっているため、取引の譲渡客体にすることができる。譲渡

とは、終局的移転を指す。このため、営業秘密が移転された後、

直ぐ譲受人の所有に帰属する。元の譲渡人は、当該営業秘密を再

利用・再譲渡又は他人に再授権してはならないほか、守秘義務を

負うべき、漏洩してはならない。 

 

B. 授権授権授権授権による取得による取得による取得による取得 

営業秘密法第 7条第 1項及び第 2項の規定「営業秘密の所有者は、

その営業秘密の使用を他人に授権することができる。その授権に

よる使用の地域・時間・内容・使用方法又はその他事項は、当事

者の約定による。前項の被授権人は、営業秘密の所有者の同意を

得ず、その授権された営業秘密の使用を第三者に再授権してはな

らない。」により、被授権人は、授権契約の約定方法により、営

業秘密を使用できる。このほか、営業秘密の所有者の同意を得ず、
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被授権人は、他人に使用を再授権してはならない。 

 

C. 継承継承継承継承による取得による取得による取得による取得 

継承の事実が発生したとき、被継承者が保有している営業秘密を

取得する。 


